
 

 

 

静岡県立大学入学者選抜情報公開方針 

 

第１ 目的 

この方針は、静岡県立大学（以下「本学」という。） が保有する本学入学者選抜に 

関する情報（以下「情報」という。）の公開に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２ 公開の対象となる情報 

公開の対象となる情報は、学部入学者選抜における一般入試、特別入試（推薦入

試、社会人入試、帰国子女入試及び私費外国人留学生入試）及び編入学試験並びに

研究科・学府入学者選抜における一般選抜及び特別選抜（推薦入学、社会人及び外

国人留学生）に関する情報とする。 

第３ 自ら広く提供する情報 

１ 自ら広く提供する情報は、志願者数、受験者数、合格者数、入学者数及び選抜方 

法とする。 

２ 提供する内容、時期及び方法については、別表１及び別に定める静岡県立大学入 

学者選抜情報提供事務取扱要綱（以下「事務取扱要綱」という。）のとおりとする。 

第４ 希望に基づき提供する情報 

１ 希望に基づき提供する情報は、個別学力検査問題、正解又は正解例又は評価基準 

又は出題のねらい、設問別配点、合格者総合得点の最高・最低・平均及び入学者選 

抜実施組織とする。 

２ 提供する内容、時期及び方法については、別表２及び別に定める事務取扱要綱の 

とおりとする。 

第５ 本人の申出に基づき開示する情報 

１ 本人の申出に基づき開示する情報は、個別学力検査成績及び出願書類（調査書、 

推薦書及び所見書を除く。）とする。 

２ 開示する内容、時期及び方法については、別表３及び別に定める静岡県立大学入 

学者選抜本人情報開示事務取扱要綱のとおりとする。 

第６ 非開示とする情報 

非開示とする情報は、別表４のとおりとする。 

第７ 情報公開方針の取扱 

情報公開の方針については、必要に応じ、見直しを行うものとする。 

第８ 情報公開事務の所管 

情報公開についての事務は、学生部入試室において処理する。 

附  則 

１ この方針は、平成14年４月１日から施行する。 

２ この方針は、平成14年度入学者選抜から適用する。 

附  則 

１ この方針は、平成 24年４月１日から施行する。 

２ この方針は、平成 24年度入学者選抜から適用する。 
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別表１　（第３関係）　　自ら広く提供する情報

開　示　項　目 開　示　内　容 開　示　時　期

志　願　者　数

受　験　者　数

合　格　者　数

入　学　者　数

選　抜　方　法 選抜に当り利用するものの表記及び配点
入学者選抜要項及び募集要項発
表日

別表２　（第４関係）　　希望に基づき提供する情報

開　示　項　目 開　示　内　容 開　示　時　期

個別学力検査問題
個別学力検査問題
（面接の質問項目は除く。）

当該入学者選抜終了後、すみや
かに

正解又は正解例又は評価
基準又は出題のねらい

正解又は正解例、正解又は正解例が示しにく
い場合は、評価基準又は出題のねらい

次年度の５月10日から

設　問　別　配　点 設問別配点（主として大問）及び配点合計 次年度の５月10日から

合格者総合得点の最
高・最低・平均

募集定員５名以下を除く（募集定員６名以
上でも合格者が５名以下の場合には除く）

次年度の５月10日から

入学者選抜実施組織 静岡県立大学入学者選抜監理規則等 随時

＊５月10日が土・日曜日の場合は、直近の月曜日からとする。

入学者選抜別、学部・研究科・学府別、県
内・県外別、男女別

当該入学者選抜終了後、すみや
かに
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別表３　（第５関係）　　本人の申出に基づき開示する情報

開　示　項　目 開　示　内　容 開　示　時　期

個別学力検査成績
不合格者の総合得点（配点合計を添付）
又はランク（ランクの説明を添付）

　　次年度の５月10日から

出　願　書　類 調査書、推薦書及び所見書を除く 　　次年度の５月10日から

＊５月10日が土・日曜日の場合は、直近の月曜日からとする。

別表４　（第６関係）　　非開示とする情報

　別表１、２及び３に掲げる情報を除く情報

非  開  示  項  目

　　　　　　　合格者数、出願書類のうち調査書・所見書・推薦書、合格者の個別学力検査成績等

　

　　　例　　答案、面接票、入学者選抜関係委員名簿、合格者名簿、出身校別志願者数・受験者数・
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